
JP 2004-194007 A5 2005.7.21

【 公 報 種 別 】 特 許 法 第 １ ７ 条 の ２ の 規 定 に よ る 補 正 の 掲 載
【 部 門 区 分 】 第 ７ 部 門 第 ３ 区 分
【 発 行 日 】 平 成 17年 7月 21日 (2005.7.21)
　
【 公 開 番 号 】 特 開 2004-194007(P2004-194007A)
【 公 開 日 】 平 成 16年 7月 8日 (2004.7.8)
【 年 通 号 数 】 公 開 ・ 登 録 公 報 2004-026
【 出 願 番 号 】 特 願 2002-359922(P2002-359922)
【 国 際 特 許 分 類 第 ７ 版 】
   Ｈ ０ ４ Ｍ   11/00   
   Ｇ ０ ６ Ｆ    3/00   
   Ｈ ０ ４ Ｎ    5/00   
【 Ｆ Ｉ 】
   Ｈ ０ ４ Ｍ   11/00    ３ ０ １
   Ｇ ０ ６ Ｆ    3/00    ６ ５ １ Ａ
   Ｇ ０ ６ Ｆ    3/00    ６ ５ ４ Ｄ
   Ｈ ０ ４ Ｎ    5/00          Ａ
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 12月 6日 (2004.12.6)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 一 つ 或 い は 複 数 の 異 な る 構 成 の 部 屋 の 画 像 が 記 憶 さ れ た 部 屋 画 像 記 憶 手 段 と 、
　 操 作 対 象 と な る 一 つ 或 い は 複 数 の 異 な る ア イ テ ム の 画 像 が 記 憶 さ れ た ア イ テ ム 画 像 記 憶
手 段 と 、
　 ユ ー ザ に よ り 選 択 さ れ た 上 記 部 屋 の 画 像 を 上 記 部 屋 画 像 記 憶 手 段 か ら 読 み 出 す と 共 に 、
ユ ー ザ に よ り 選 択 さ れ た ア イ テ ム の 画 像 を 上 記 ア イ テ ム 画 像 記 憶 手 段 か ら 読 み 出 し 、 該 ユ
ー ザ の 選 択 に よ り 読 み 出 し た 部 屋 の 画 像 に 対 し て 、 該 ユ ー ザ の 選 択 に よ り 読 み 出 し た ア イ
テ ム の 画 像 を 組 み 込 ん だ か た ち の 全 体 画 像 を 形 成 し て 表 示 手 段 に 表 示 制 御 す る 表 示 制 御 手
段 と
　 を 有 す る 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 一 つ 或 い は 複 数 の 異 な る キ ャ ラ ク タ の 画 像 が 記 憶 さ れ た キ ャ ラ ク タ 画 像 記 憶 手 段 を 有 し
、
　 上 記 表 示 制 御 手 段 は 、 ユ ー ザ に よ り 選 択 さ れ た 上 記 キ ャ ラ ク タ の 画 像 を 上 記 キ ャ ラ ク タ
画 像 記 憶 手 段 か ら 読 み 出 し 、 上 記 ユ ー ザ の 選 択 に よ り 読 み 出 し た 部 屋 の 画 像 に 対 し て 、 上
記 ユ ー ザ の 選 択 に よ り 読 み 出 し た 上 記 ア イ テ ム の 画 像 、 及 び 上 記 ユ ー ザ の 選 択 に よ り 読 み
出 し た 上 記 キ ャ ラ ク タ の 画 像 を 組 み 込 ん だ か た ち の 全 体 画 像 を 形 成 し て 上 記 表 示 手 段 に 表
示 制 御 す る こ と
　 を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 上 記 表 示 制 御 手 段 は 、 上 記 全 体 画 像 内 に 組 み 込 ま れ た ア イ テ ム の う ち 、 操 作 手 段 の 操 作
で 選 択 さ れ た ア イ テ ム の 輪 郭 を 高 輝 度 で 表 示 制 御 す る こ と
　 を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は 請 求 項 ２ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】



　 上 記 表 示 制 御 手 段 は 、 上 記 ア イ テ ム の 輪 郭 を 高 輝 度 で 表 示 し た 際 に 、 そ の ア イ テ ム が 有
す る 機 能 を 示 す 補 助 的 な 画 像 を 表 示 す る こ と
　 を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 上 記 表 示 制 御 手 段 は 、 上 記 キ ャ ラ ク タ を 、 上 記 輪 郭 を 高 輝 度 で 表 示 し た ア イ テ ム に 近 接
し た 位 置 に 表 示 す る こ と
　 を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ 又 は 請 求 項 ４ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 上 記 表 示 制 御 手 段 は 、 一 方 の ア イ テ ム の 情 報 を 他 方 の ア イ テ ム に コ ピ ー す る こ と が 指 定
さ れ た 際 に 、 上 記 一 方 の ア イ テ ム か ら 所 定 の オ ブ ジ ェ ク ト を 持 ち 上 げ 、 こ の 持 ち 上 げ た オ
ブ ジ ェ ク ト を 、 上 記 他 方 の ア イ テ ム に 置 く 動 作 を 行 う よ う に 上 記 キ ャ ラ ク タ を 表 示 制 御 す
る こ と
　 を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ か ら 請 求 項 ５ の う ち 、 い ず れ か 一 項 に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 上 記 オ ブ ジ ェ ク ト は 、 上 記 一 方 の ア イ テ ム の 情 報 の 中 か ら ユ ー ザ に よ り 選 択 が 指 示 さ れ
た 情 報 に 対 応 す る オ ブ ジ ェ ク ト で あ る こ と
　 を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 上 記 表 示 制 御 手 段 は 、 一 方 の ア イ テ ム の 情 報 を 他 方 の ア イ テ ム に コ ピ ー す る こ と が 指 定
さ れ た 際 に 、 上 記 キ ャ ラ ク タ の 表 示 制 御 を 行 う と 共 に 、 上 記 他 方 の ア イ テ ム に 対 応 し て 上
記 表 示 手 段 に 表 示 さ れ る 入 力 画 面 に 対 し て 、 上 記 一 方 の ア イ テ ム の 情 報 を 貼 り 付 け た か た
ち で 表 示 す る こ と
　 を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ 又 は 請 求 項 ７ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ３ １ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ３ １ ６ 】
　 「 実 施 の 形 態 の 効 果 」
　 以 上 の 説 明 か ら 明 ら か な よ う に 、 当 該 実 施 の 形 態 の 情 報 処 理 シ ス テ ム は 、 例 え ば 電 子 番
組 表 の デ ー タ を 、 遠 隔 操 作 す る 機 器 の 予 約 設 定 を 行 う 入 力 画 面 に 貼 り 付 け て 用 い 、 或 い は
ス ケ ジ ュ ー ル 帳 に 貼 り 付 け て 用 い る 等 の よ う に 、 一 つ の 情 報 を 展 開 し て 複 数 の 情 報 処 理 間
（ 複 数 の シ ス テ ム 間 ） で シ ー ム レ ス に 用 い る こ と が で き る 。
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